
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年７月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２広第１７１号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２４年９月４日 １５時２７分ごろ 

発生場所 香川県多度津町高見島北方沖の備讃瀬戸北航路 

 多度津町所在の板持鼻灯台から真方位２８４°８４０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１９.６′ 東経１３３°３９.３′） 

事故等調査の経過  平成２４年９月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 GENIUS
ジ ニ ア ス

 STAR
ス タ ー

 Ⅶ
セブン

（パナマ共和国籍）、９,５８９トン 

      ９３７９８５６（ＩＭＯ番号）、HARMONY TRANSPORT S.A. 

Ｂ 漁船 弘
ひろ

丸、４.７トン 

   ＫＡ３－２１３７４（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍）、船長級免状（パナマ共和国発給） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷外板に擦過傷、漁網揚収機が破損、底引き網漁具ワイヤロー

プ１本が切断等 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１８人が乗り組み、熱間圧延鋼板約７,５００

ｔを積載し、備讃瀬戸北航路を約１１.５ノット（kn）の速力（対地

速力、以下同じ｡）で南西進中、平成２４年９月４日１５時２７分ご

ろ、高見島北方沖において、Ａ船の左舷船首部とＢ船の右舷船尾部と

が衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、船長Ｂが、備讃瀬戸北航路を

速力約０.３kn で底引き網を引きながら、手動操舵によって西進中、

船尾方３海里付近に備讃瀬戸北航路を南西進中のＡ船を初認し、Ａ船

が接近するまで時間があると思い、船首方を向いてえい
．．

網を続けた。 

 船長Ｂは、Ａ船の位置を確認しようとしたところ、右舷船尾至近に

Ａ船を認めたが、どうすることもできず、Ａ船とＢ船とが衝突した。 

 船長Ｂは、Ａ船が停船しなかったので、海上保安部に衝突したこと

を通報した。 

気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南東、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮流 東北東流約１kn 

その他の事項 

 

船長Ａは、Ｂ船と衝突したことに気付かずに航行を続けていたとこ

ろ、海上保安部からの停船命令を受け、Ｂ船と衝突したことを知っ



 

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ 不明、Ｂ あり 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ 不明、Ｂ なし 

 Ａ船は、備讃瀬戸北航路を南西進中、西進中のＢ船と衝突したもの

と考えられるが、Ａ船側から情報が得られなかったため、衝突に至っ

た状況を明らかにすることはできなかった。 

 Ｂ船は、備讃瀬戸北航路において、えい
．．

網しながら西進中、船長Ｂ

が、船尾方に視認したＡ船が接近するまで時間があると思い、前を向

いて操舵していたことから、Ａ船が右舷船尾の至近距離に接近するま

で気付かずに航行を続け、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、備讃瀬戸北航路において、Ａ船が南西進中、Ｂ船がえい
．．

網しながら西進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えら

れる。 

 


